
農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
目
次

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
三
条
関
係
）

１

二

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
四
条
関
係
）

３

三

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
五
条
関
係
）

４
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農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法

律

事

務

法

律

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次

発
電
の
促
進
に
関
す
る
法

に
掲
げ
る
も
の

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

一

第
七
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項

第

号
）

第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
一
の
事
業
の

目
的
に
供
す
る
た
め
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
行

為
又
は
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た

め
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
若
し
く

は
そ
の
農
地
と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
に
つ

い
て
農
地
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定



- 2 -

す
る
権
利
を
取
得
す
る
行
為
に
係
る
設
備

整
備
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

第
七
条
第
四
項
第
五
号
（
第
八
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
民
有
林
に
あ
つ

て
は
、
森
林
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
指
定
に
係
る
保
安
林
に
お

い
て
行
う
行
為
に
係
る
設
備
整
備
計
画
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
七
条
第
九
項
第
一
号
（
第
八
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
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○

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
六
条

農
業
委
員
会
は
、
そ
の
区
域
内
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
。

第
六
条

農
業
委
員
会
は
、
そ
の
区
域
内
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
。

一

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ

一

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
（
以
下
「
農
地
等
」
と
い

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
（
以
下
「
農
地
等
」
と
い

う
。
）
の
利
用
関
係
の
調
整
に
関
す
る
事
項
並
び
に
農
業
経
営
基
盤
強
化
促

う
。
）
の
利
用
関
係
の
調
整
に
関
す
る
事
項
並
び
に
農
業
経
営
基
盤
強
化
促

進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
、
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る

進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
、
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る

農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五

農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五

年
法
律
第
七
十
二
号
）
、
農
山
漁
村
の
活
性
化
の
た
め
の
定
住
等
及
び
地
域

年
法
律
第
七
十
二
号
）
及
び
農
山
漁
村
の
活
性
化
の
た
め
の
定
住
等
及
び
地

間
交
流
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
及
び
農

域
間
交
流
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
よ

山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
項

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事

項
二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
権
利
移
動
の
制
限
）

（
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
権
利
移
動
の
制
限
）

第
三
条

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
移
転
し
、
又
は
地
上
権
、

第
三
条

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
移
転
し
、
又
は
地
上
権
、

永
小
作
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
若
し
く
は
そ
の
他
の
使

永
小
作
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
若
し
く
は
そ
の
他
の
使

用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
設
定
し
、
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
に
は

用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
設
定
し
、
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
に
は

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
事
者
が
農
業
委
員
会
の
許
可
（
こ
れ
ら

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
事
者
が
農
業
委
員
会
の
許
可
（
こ
れ
ら

の
権
利
を
取
得
す
る
者
（
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
が
そ
の
住
所
の
あ
る

の
権
利
を
取
得
す
る
者
（
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
が
そ
の
住
所
の
あ
る

市
町
村
の
区
域
の
外
に
あ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
権
利
を
取
得
す

市
町
村
の
区
域
の
外
に
あ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
権
利
を
取
得
す

る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
）
を
受
け

る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
）
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
及

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
及

び
第
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

び
第
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公

告
が
あ
つ
た
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
同
法
第

四
条
第
四
項
の
権
利
が
設
定
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
る
場
合

十
一
～
十
七

（
略
）

十
～
十
六

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
の
権
利
取
得
の
届
出
）

（
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
の
権
利
取
得
の
届
出
）

第
三
条
の
三

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
第
三
条
第
一
項
本
文
に
掲
げ
る

第
三
条
の
三

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
第
三
条
第
一
項
本
文
に
掲
げ
る
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権
利
を
取
得
し
た
者
は
、
同
項
の
許
可
を
受
け
て
こ
れ
ら
の
権
利
を
取
得
し
た

権
利
を
取
得
し
た
者
は
、
同
項
の
許
可
を
受
け
て
こ
れ
ら
の
権
利
を
取
得
し
た

場
合
、
同
項
各
号
（
第
十
三
号
及
び
第
十
七
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該

場
合
、
同
項
各
号
（
第
十
二
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
農

当
す
る
場
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
存
す

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
存
す

る
市
町
村
の
農
業
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
市
町
村
の
農
業
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）


